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INFO PLUS
インフォプラス 15（月）～5/31（金）は緑の募金運動期間です。期間中、公共施設などに募金箱を設置しますので、ご協力をお願いします。令和５年度は400,692円の

浄財が集まり、緑化推進事業に役立てられました。（石狩市花と緑の協議会事務局☎72・3671）

１
人
目

対
象
児
童

44,140円

２
人
目

３
人
目
以
降

全部支給額 一部支給額

令和6年3月分まで

1人
増すごとに
6,250円
を加算

10,420円
を加算

10,410円～
5,210円
を加算

6,240円～
3,130円
を加算

44,130円～
10,410円 45,500円

全部支給額 一部支給額

令和6年4月分から

1人
増すごとに
6,450円
を加算

10,750円
を加算

10,740円～
5,380円
を加算

6,440円～
3,230円
を加算

45,490円～
10,740円

　
ご
み
処
理
施
設
で
小
型
充
電
式
電

池
が
原
因
の
火
災
が
頻
発
し
て
い
ま

す
。加
熱
式
電
子
タ
バ
コ
や
モ
バ
イ
ル

バ
ッ
テ
リ
ー
な
ど
小
型
充
電
式
電
池

（
ニ
カ
ド
電
池・ニッ
ケ
ル
水
素
電
池・リ

チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
）を
使
用
す
る
製

品
は
、市
役
所
・
各
支
所
・コ
ミ
セ
ン
に

設
置
の
回
収
ボ
ッ
ク
ス
へ
。燃
え
な
い
ご

み
に
は
絶
対
に
入
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。 　

全
国
消
費
者
物
価
指
数
を
踏
ま
え
、4

月
か
ら
手
当
額（
月
額
）が
改
定
さ
れ
ま
す
。

【
児
童
扶
養
手
当
】

問
合
せ　
子
ど
も
家
庭
課

☎
72・3
1
2
8

　
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め

市
政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い

ま
せ
ん
か
？

日
時　
15
日
㈪
15
時
〜
17
時

※
1
件
30
分

場
所　

市
役
所

申
込
期
限　

11
日
㈭
17
時
15
分

申
込・問
合
せ　
広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・
3
1
9
1

　

４
月
か
ら
各
地
区
の
収
集
日
が

変
更
に
な
っ
て
い
ま
す
。詳
細
は
２

月
発
行
の「
家
庭
ご
み
出
し
方
ガ
イ

ド
」や
市
Ｈ
Ｐ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

回
収
ボ
ッ
ク
ス
投
入
時
の
注
意

〇
分
解
せ
ず
に
入
れ
て
く
だ
さ
い

〇
発
火
防
止
の
た
め
、電
極
に
テ
ー

　
プ
を
貼
り
絶
縁
し
て
く
だ
さ
い

問
合
せ　
ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・3
1
2
6

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障
害

者
手
当
な
ど
】

　

令
和
6
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

は
月
額
1
万
6
9
8
0
円（
前
年
比

4
6
0
円
増
）に
変
わ
り
ま
す
。日
本

年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書
を

確
認
し
て
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

保
険
料
の
前
納
割
引
制
度

　

年
金
保
険
料
は
30
日
㈫
ま
で
に
ま

と
め
て
納
め
る
と
割
引
に
な
り
ま
す
。

送
付
さ
れ
る
納
付
書
に
は
、前
納
用

の
納
付
書（
半
年
分・1
年
分
）が
同

封
さ
れ
、申
し
出
に
よ
り
2
年
分
を

納
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、口
座
振
替
で「
当
月
末
振

替（
早
割
）」を
選
択
し
て
１
カ
月

早
め
て
納
め
る
と
月
々
60
円
割
引
に

な
る
ほ
か
、新
た
に
口
座
振
替
や
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
年
度
の
途
中

か
ら
年
度
末
や
翌
年
度
末
ま
で
の

前
納
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。申
し
込
み
は
、市
役
所
・
各
支

所
・
年
金
事
務
所
へ
。

持
ち
物　

基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る

も
の
、通
帳
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
、金
融
機
関
届
出
印（
口
座

振
替
の
み
）、本
人
確
認
書
類

問
合
せ　

市
民
課（
市
役
所
1
階
8

番
窓
口
）☎
72・3
1
2
2　

札
幌
北
年
金
事
務
所（
札
幌
市
北
区

北
24
西
6
）

☎
0
1
1・7
1
7・4
1
1
5

　

市
内
の
ど
こ
か
ら
で
も
通
学
で

き
、恵
ま
れ
た
自
然
環
境
や
地
域
と

の
連
携
を
生
か
し
、特
色
あ
る
教
育

を
行
っ
て
い
ま
す
。入
学
や
見
学
を

希
望
す
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

対
象　

令
和
７
年
度
入
学
の
１
年

生
で
通
年
通
学
が
可
能
な
児
童  

定
員　
16
人 

※
他
学
年
は
随
時
応

相
談

決
定
方
法　
面
接（
保
護
者・児
童
）

※
学
校
説
明
会
を
７
月
上
旬
に
開

催
予
定
。詳
細
は
学
校
H
P
に
掲
載

問
合
せ　
生
振
小
学
校

☎
64・2
0
1
8　

問
合
せ　
障
が
い
福
祉
課

☎
72・3
1
9
4

　市民サービスの向上と組織の強化を目的に、より効率的な組
織体制を構築します。

子育て推進部を新設します
教育委員会に社会教育部を新設します
下記のとおり名称を変更し、部を明確化します
企画経済部⇨企画政策部
企画経済部（産業振興部門）⇨産業振興部
保健福祉部⇨福祉部
保健福祉部（健康推進部門）⇨健康推進部
建設水道部⇨建設部
建設水道部（水道部門）⇨水道部
生涯学習部⇨学校教育部
環境市民部にゼロカーボン推進担当課長を新設します
ふるさと納税に関する業
務を、財政部から産業振
興部へ移管します

53,700円

35,760円

15,220円

27,980円

15,220円

令和5年度
（月額）

特別児童
扶養手当

障害児福祉手当

特別障害者手当

経過的福祉手当

1級

2級

55,350円

36,860円

15,690円

28,840円

15,690円

令和6年度
（月額）

6
カ
月
前
納

1
年
前
納

2
年
前
納

101,050円

830円

200,140円

3,620円

398,590円

15,290円

納
付
額
割
引
額
納
付
額
割
引
額
納
付
額
割
引
額

※札幌北年金事務所に申し
　出が必要です

※

問合せ
職員課☎72・3151

市の組織が変わります

●

●

●

●

●

お知らせ
■所 市役所
りんくる

市役所からの

（花川北6・1・30・2）
（花川北6・1・41・1）

市
長
室
開
放

小
型
充
電
式
電
池
の
回
収

手
当
額
の
改
定

国
民
年
金
保
険
料

生
振
小
学
校（
特
認
指
定
校
）

ご
み
の
収
集
日
が

変
更
に
な
り
ま
す

NEW

NEW
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INFO PLUS
インフォプラス 防風保安林へ園芸種などを持ち込んだり投棄することで、自生しないはずの植物が生育する例が見受けられます。防風保安林には植物を移植したり、

草花・枝木、ごみなどの不法投棄を絶対に行わないでください。（都市整備課☎72・3671）　 

時
間
外
納
付・相
談
窓
口

開
設
窓
口

Ｗeb口座振替受付サービスが始まります

納
期
限

上下水道料金（3月分）10（水）

市営住宅使用料（4月分）30（火）

25（木）17時15分～20時 

28（日）10時～15時 ※上下水道料金除く

●市税と国民健康保険税
●後期高齢者医療保険料
納税課（市役所1階15番窓口）
☎72・3121

●上下水道料金
水道営業課（市役所2階8番窓口）
☎72・3133

開
設
日
時

　4/1（月）から市税や各種保険料・使用料など
の口座振替手続きが、パソコンやスマートフォ
ン・タブレット端末からインターネットを利用し
てできるようになりました。
　これまで必要だった「口座振替依頼書」の提
出が不要で、簡単な手続きで口座振替を利用で
きます。手続方法や利用可能な金融機関・税目
などは市HPをご覧ください。

　

市
内
の
ど
こ
か
ら
で
も
通
学
で

き
、恵
ま
れ
た
自
然
環
境
や
地
域
と

の
連
携
を
生
か
し
、特
色
あ
る
教
育

を
行
っ
て
い
ま
す
。入
学
や
見
学
を

希
望
す
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

対
象　

令
和
７
年
度
入
学
の
１
年

生
で
通
年
通
学
が
可
能
な
児
童  

定
員　
16
人 

※
他
学
年
は
随
時
応

相
談

決
定
方
法　
面
接（
保
護
者・児
童
）

※
学
校
説
明
会
を
７
月
上
旬
に
開

催
予
定
。詳
細
は
学
校
H
P
に
掲
載

問
合
せ　
生
振
小
学
校

☎
64・2
0
1
8　

　

プ
な
ど
で
販
売
さ
れ
る
犬
・
猫
は
、

　
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
装
着
が
義

　

務
化
さ
れ
ま
し
た
。一
般
の
飼
い

　

主
に
よ
る
装
着
は
努
力
義
務
で

　

す
が
、マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
が
装
着

　

さ
れ
た
犬
・
猫
を
取
得
し
た
場
合

　
の
変
更
登
録
は
義
務
と
な
り
ま
す

〇
散
歩
の
際
は
２
ｍ
以
内
の
リ
ー

　
ド（
引
き
綱
）を
付
け
、制
御
で
き

　

る
方
が
持
ち
ま
し
ょ
う
。道
路
や

　

公
園
な
ど
で
放
す
こ
と
は
条
例

　
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

〇
悪
臭
や
鳴
き
声
な
ど
で
近
隣
に

　

迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
し
ま

　
し
ょ
う

〇
猫
は
家
の
中
で
飼
い
ま
し
ょ
う

〇
野
良
猫
へ
の
餌
や
り
は
、ふ
ん
尿

　

被
害
な
ど
の
原
因
と
な
る
の
で

　
や
め
ま
し
ょ
う

問
合
せ　
環
境
課
☎
72・3
2
4
0

申
請
が
必
要
な
例

○
道
路
側
溝（
Ｕ
字
溝
）に
ふ
た
を

　

か
け
る
、埋
設
す
る（
主
に
花
川

　

南
地
区
）

○
道
路
施
設（
歩
道
な
ど
）の
舗
装

　
や
縁
石
の
切
り
下
げ
を
行
う

○
融
雪
槽
、宅
地
内
の
雨
水
排
水
な

　

ど
の
道
路
側
溝
や
集
水
桝
へ
の

　

接
続

申
請・問
合
せ　
維
持
管
理
課

（
市
役
所
２
階
）☎
72・6
1
2
2

　

石
狩
市
あ
い
ろ
ー
ど
パ
ー
ク
条
例

の
改
正
に
伴
い
、本
年
か
ら
厚
田
キ
ャ

ン
プ
場
の
料
金
体
系
が
変
更
と
な
り

ま
す
。詳
細
は
㈱
あ
い
風
H
P
ま
た

は
厚
田
キ
ャ
ン
プ
場
の
予
約
サ
イ
ト

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
観
光
課
☎
72・3
1
6
7

【
休
日・夜
間
交
付
】

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
通
知

書
・
電
子
証
明
書
発
行
通
知
書
」が

届
い
て
い
る
方
を
対
象
に
行
い
ま
す
。

※
本
人
確
認
書
類
を
持
参
の
こ
と

日
時　
①
14
日
㈰
9
時
〜
12
時

②
25
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】※
予
約
制

　

写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時　
25
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

申
込
期
間　
1
日
㈪
〜
24
日
㈬

【
共
通
事
項
】

場
所・申
込・問
合
せ　

市
民
課（
市

役
所
1
階
1
番
窓
口
）

☎
72・3
1
6
5

　
２
月
１
日
に
㈱
新
興
工
業（
札
幌

市
西
区
）と「
災
害
時
に
お
け
る
防

災
資
機
材
の
供
給
等
に
関
す
る
協

定
」を
締
結
し
ま
し
た
。

問
合
せ　
危
機
管
理
課

☎
72・3
1
9
0

〇
生
後
91
日
以
上
の
犬
は
、登
録
と

　

年
１
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
が

　
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

〇
ブ
リ
ー
ダ
ー
や
ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ

　

火
葬
の
た
め
に
札
幌
市
山
口
斎
場

を
利
用
し
た
場
合
、市
内
斎
場
の
利

用
料
金
と
の
差
額
を
補
助
し
ま
す

（
控
え
室
利
用
料
除
く
）。

申
請
方
法　

申
請
書
に
火
葬
許
可

証
な
ど
の
写
し
、利
用
料
の
領
収
書

の
写
し
を
添
え
、火
葬
の
日
か
ら
90

日
以
内
に
申
請

申
請
・
問
合
せ　

環
境
課（
市
役
所

3
階
）

☎
72・3
2
4
0

　

無
許
可
で
道
路
敷
地
に
工
作
物

を
設
置
し
た
り
、道
路
の
形
状
を
変

更
す
る
こ
と
は
、道
路
法
に
よ
り
禁

じ
ら
れ
て
お
り
、事
前
に
市
へ
の
許
可

申
請
が
必
要
で
す
。

厚
田
キ
ャ
ン
プ
場
の
料
金

が
変
更
に
な
り
ま
す

市
道
で
工
事
を
す
る
場
合

の
申
請

協
定
の
締
結

犬
・
猫
の
飼
い
主
の
皆
さ
ま
へ

山
口
斎
場
利
用
料
補
助
制
度

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

ま
す


